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1 2024（令和6年）

　令和6年度から国内に住所のある個人に課
税される国税で、個人住民税均等割と併せて
1人年額で1,000円徴収されます。税収は国か
ら「森林環境譲与税」として都道府県・市町村
へ配分され、間伐等の森林整備や木材の利用
促進、林業を支える人材育成などへの安定的
な地方財源として活用されます。

ワンポイント 森林環境税の導入

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　8日・成人の日

あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う　

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

国　税／�給与所得者の扶養控除等申告書の提出�
� 本年最初の給与支払日の前日

国　税／�報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
� 1月31日

国　税／�源泉徴収票の交付、提出� 1月31日
国　税／�12月分源泉所得税の納付� 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7〜12月
分は1月22日）

国　税／�11月決算法人の確定申告�
（法人税・消費税等）� 1月31日

国　税／�5月決算法人の中間申告� 1月31日
国　税／�2月、5月、8月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 1月31日
地方税／�固定資産税の償却資産に関する申告�1月31日
地方税／�給与支払報告書の提出� 1月31日
労　務／�労働保険料の納付（第3期分）� 1月31日

�（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

日 月 火 水 木 金 土
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1 月号─2

  

帳
簿
書
類
を
電
子
的
に
保
存
す
る

際
の
手
続
等
に
つ
い
て
、
抜
本
的
な

見
直
し
を
実
施
し
た
改
正
電
子
帳
簿

保
存
法
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
に

施
行
さ
れ
、
要
件
見
直
し
を
経
て
、

令
和
６
年
１
月
１
日
以
降
、
本
格
運

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

申
告
所
得
税
・
法
人
税
に
関
し
て

帳
簿
・
書
類
を
保
存
す
る
義
務
の
あ

る
方
が
業
務
上
の
電
子
デ
ー
タ
（
電

子
取
引
デ
ー
タ
）
を
取
引
先
と
の
間

で
や
り
取
り
し
た
場
合
に
は
、
定
め

ら
れ
た
要
件
に
従
っ
て
そ
の
電
子

デ
ー
タ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

今
回
は
、「
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ

が
保
存
対
象
に
な
る
の
か
」、「
ど
の

よ
う
に
電
子
デ
ー
タ
を
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
」
の
観
点
か
ら
留

意
す
べ
き
事
項
を
み
て
い
き
ま
す
。

１　

デ
ー
タ
の
保
存
が
必
要
な
も
の

　

企
業
・
事
業
者
は
、
日
常
の
業
務

処
理
に
当
た
り
、
沢
山
の
種
類
の
書

類
を
扱
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

請
求
書
や
領
収
書
、
見
積
書
と

い
っ
た
も
の
か
ら
、契
約
書
、注
文
書
、

送
り
状
な
ど
、
利
用
さ
れ
て
い
る
書

類
は
、
業
種
・
業
態
に
応
じ
て
様
々

な
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
書
類

の
う
ち
、
紙
で
や
り
と
り
し
て
い
た

場
合
に
保
存
が
必
要
と
な
る
書
類

は
、
電
子
デ
ー
タ
で
や
り
と
り
し
た

場
合
で
も
保
存
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　

な
お
、
保
存
の
対
象
と
な
る
も
の

は
、
あ
く
ま
で
電
子
デ
ー
タ
で
や
り

と
り
し
た
も
の
で
あ
り
、
紙
で
や
り

と
り
し
て
い
た
も
の
を
電
子
デ
ー
タ

化
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
紙
で
や
り
と
り
し
て
い
た
請
求

書
な
ど
は
、
そ
の
書
類
自
体
を
保
存

す
る
代
わ
り
に
、
ス
マ
ホ
や
ス
キ
ャ

ナ
で
読
み
取
り
電
子
デ
ー
タ
化
し
て

保
存
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
受
け
取
っ
た
電
子
デ
ー
タ

だ
け
が
保
存
対
象
に
な
る
も
の
で
は

な
く
、
取
引
先
に
送
っ
た
電
子
デ
ー

タ
も
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

実
務
で
は
、
次
の
よ
う
な
デ
ー
タ

を
扱
う
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
も
保
存
対
象
と
な
る
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。

・　

電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
受
信
し
た

請
求
書
や
領
収
書
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ

イ
ル

・　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
請
求

書
や
領
収
書
の
デ
ー
タ

・　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
明

細
デ
ー
タ
・
交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

に
よ
る
支
払
い
デ
ー
タ

・　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
に
よ

る
決
済
デ
ー
タ

・　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

を
利
用
し
た
際
の
振
込
事
績
等
が

記
載
さ
れ
た
デ
ー
タ

２　

デ
ー
タ
の
保
存
方
法

　

保
存
対
象
と
な
る
電
子
デ
ー
タ
に

つ
い
て
は
、「
改
ざ
ん
防
止
の
た
め

の
措
置
」
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
原
則
と
し
て「
日
付
・

金
額
・
取
引
先
」
で
デ
ー
タ
を
検
索

で
き
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑴
　
改
ざ
ん
防
止
の
た
め
の
措
置

　

具
体
的
に
は
、
①
タ
イ
ム
ス
タ
ン

プ
を
デ
ー
タ
に
付
与
す
る
、
ま
た
は
、

②
デ
ー
タ
の
訂
正
や
削
除
の
履
歴
が

残
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
同
シ
ス

テ
ム
を
利
用
し
て
デ
ー
タ
を
保
存
す

る
、
と
い
っ
た
方
法
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン

プ
を
付
与
す
る
に
は
、
そ
の
機
能
を

持
っ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
導
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
初
期
費
用
が
か
か

り
ま
す
。
ま
た
、
訂
正
や
削
除
履
歴

が
残
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
に
も

費
用
の
負
担
が
生
じ
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
改
ざ
ん

防
止
の
た
め
の
措
置
と
し
て
は
、「
事

務
処
理
規
程
を
定
め
て
守
る
」
と
の

取
扱
い
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

事
務
処
理
規
程
の
サ
ン
プ
ル
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
個
人
事
業
者
・
法
人
事
業

者
別
に
様
式
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
必
要
な
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
、使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

事
務
処
理
規
程
で
定
め
る
べ
き
事

項
の
う
ち
、大
切
な
こ
と
は
、①
デ
ー

タ
の
訂
正
や
削
除
は
原
則
と
し
て
禁

止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
訂
正
や
削
除
を
す

る
場
合
は
、
専
用
の
申
請
書
式
を
準

電子帳簿保存法
本格スタート！



3─1月号

備
し
、
申
請
日
や
訂
正
・
削
除
の
日

付
・
内
容
・
理
由
、
処
理
担
当
者
な

ど
を
明
記
し
て
管
理
者
の
確
認
を
経

る
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
、
訂
正
と

削
除
の
履
歴
の
確
認
作
業
が
行
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
　「
日
付
・
金
額
・
取
引
先
」
で

検
索
可
能
　

　

保
存
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て「
日
付
・
金
額
・

取
引
先
」
で
検
索
可
能
と
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
も
、
専
用
ソ
フ
ト

を
導
入
せ
ず
、
次
に
述
べ
る
取
扱
い

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ａ　

表
計
算
ソ
フ
ト
等
で
索
引
簿
を

作
成
し
、
同
ソ
フ
ト
の
検
索
機
能

を
使
用
し
て
デ
ー
タ
を
検
索
す
る

方
法【
①
図
】

Ｂ　

デ
ー
タ
の
フ
ァ
イ
ル
名
と
し
て

規
則
性
を
も
っ
て「
日
付
・
金
額
・

取
引
先
」を
入
力
し
、特
定
の
フ
ォ

ル
ダ
に
集
約
の
上
、
当
該
フ
ォ
ル

ダ
の
検
索
機
能
を
使
用
し
て
デ
ー

タ
を
検
索
す
る
方
法【
②
図
】

⑶
　
税
務
職
員
の
要
請
へ
の
対
応

　

以
上
、
述
べ
た
こ
と
の
前
提
条
件

と
し
て
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
や
プ
リ
ン

タ
を
備
え
付
け
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

　

な
お
、
前
記
⑵
Ｂ
の
方
法
に
よ
り

電
子
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
と
き
は
、

税
務
調
査
が
行
わ
れ
た
際
、
担
当
職

員
か
ら
、電
子
デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
対

象
と
な
る
デ
ー
タ
を
検
索
し
、
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
の
上
、
提
出
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

３　

令
和
６
年
１
月
１
日
以
後
に
適

用
さ
れ
る
措
置
等

⑴　

資
金
繰
り
や
人
手
不
足
な
ど
の

事
情
か
ら
シ
ス
テ
ム
整
備
が
間
に

合
わ
ず
、原
則
的
な
ル
ー
ル
に
従
っ

て
電
子
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
環
境

を
整
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

改
ざ
ん
防
止
措
置
や
検
索
機
能
の

整
備
な
ど
、
デ
ー
タ
保
存
に
必
要

と
さ
れ
る
要
件
に
沿
っ
た
対
応
は

不
要
と
な
り
、
単
に
電
子
デ
ー
タ

を
保
存
し
て
お
く
猶
予
措
置
も
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

こ
の
猶
予
措
置
を
適
用
す
る
こ

と
を
事
前
に
税
務
署
に
申
請
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
原
則
的

な
ル
ー
ル
に
従
っ
て
保
存
が
で
き

な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
相
当
の
理

由
が
あ
る
と
税
務
職
員
に
説
明
で

き
な
け
れ
ば
こ
の
措
置
を
適
用
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

ま
た
、
こ
の
猶
予
措
置
を
適
用

す
る
に
は
、
税
務
調
査
な
ど
の
際

に
担
当
職
員
か
ら
の
求
め
が
あ
れ

ば
デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⑵　

基
準
期
間
（
２
課
税
年
度
前
）

の
売
上
高
が
５
０
０
０
万
円
以
下

の
中
小
事
業
者
の
場
合
は
、
税
務

調
査
の
際
、
税
務
職
員
か
ら
電
子

デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め

が
あ
っ
た
場
合
に
、
提
示
・
提
出

で
き
る
状
態
に
し
て
い
れ
ば
、
検

索
機
能
は
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

⑶　

税
務
調
査
の
際
、「
電
子
デ
ー

タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め
」
と

「
電
子
デ
ー
タ
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
し
た
一
定
の
書
面
の
提
示
・
提

出
の
求
め
」
に
そ
れ
ぞ
れ
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る

場
合
は
、
検
索
機
能
が
不
要
に
な

り
ま
し
た
。

【参考資料】
国税庁

「電子帳簿　
保存法関係」

【①図】
連番 日付 金額 取引先 備考
1 20240331 110000 ㈱霞商店 請求書
2 20240210 330000 国税工務店㈱ 注文書
3 20240228 330000 国税工務店㈱ 領収書

…

49 20241217 220000 ㈱霞商店 請求書
50 20241227 055000 国税工務店㈱ 領収書
受領した請求書等データのファイル名に連番を付して、
内容についてはこの索引簿で管理します。

【②図】

20240331_110000_ ㈱霞商店 .pdf

20240210_330000_ 国税工務店㈱ .msg

20240228_330000_ 国税工務店㈱ .pdf

20241217_220000_ ㈱霞商店 .pdf



1 月号─4

　インボイス制度の導入を契機として、令
和5年10月以降、登録事業者となった方
も多いと思われます。本来免税事業者であっ
た方でも、登録事業者となった場合には、
登録日以降の取引について、消費税及び地
方消費税の納税義務が生じます。
　個人事業者の消費税及び地方消費税は、
前年12月末までの取引について、翌年3
月31日までに申告・納付する必要があり
ます。納税は、現金による納付のほか、振
替納税やダイレクト納付も利用できます。
　ただし、振替納税は税目ごとに利用を選
択するため、所得税等について振替納税を
利用していても、消費税及び地方消費税に
ついて手続をしていない場合、消費税及び
地方消費税の振替納税は利用することがで
きません。
　インボイス制度を契機に、消費税の新規
課税事業者となった方については振替納税
の利用手続もれにご注意ください。

KEY WORD  
消費税の振替納税手続

　
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の

課
税
方
式
は
、
①
総
合
課
税
と
し
て

申
告
し
、
配
当
控
除
の
適
用
を
受
け

る
「
総
合
課
税
方
式
」、
②
上
場
株

式
等
の
譲
渡
損
失
と
通
算
す
る
「
申

告
分
離
課
税
方
式
」、
③
申
告
を
し

な
い「
申
告
不
要
方
式
」が
あ
り
ま
す
。

　
従
来
、
配
当
所
得
の
申
告
に
当

た
っ
て
は
、
所
得
税
と
住
民
税
で
異

な
る
課
税
方
式
を
任
意
に
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
令
和
5
年
分
の

配
当
所
得
の
申
告
か
ら
、
所
得
税
と

住
民
税
の
課
税
方
式
が
統
一
さ
れ
ま

す
。
こ
の
結
果
、
例
え
ば
、
国
民
健

康
保
険
料
や
医
療
費
負
担
割
合
な

ど
、
所
得
を
基
準
と
す
る
税
金
以
外

の
各
種
計
算
に
も
影
響
が
生
じ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
影
響
も
勘
案

し
て
配
当
所
得
の
申
告
方
式
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
課
税
方
式
の
統
一

　新年のご挨拶
　新しい年、令和6年が始まりました。
　本年1月から改正電子帳簿保存法が施行されました。同法では、電子取引デー
タ保存制度について、保存時に満たすべき要件に従ってデータの保存をすること
ができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置や
検索機能の確保の要件について緩和措置が講じられています。また、資産移転の
時期の選択により中立的な税制の構築等を図るため、本年1月1日以降の贈与から、
相続時精算課税制度について、2500万円の特別控除額とは別に110万円の基礎控
除が創設されたほか、暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する
期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のう
ち総額100万円まで相続財産に加算しない見直しが行われていますので、贈与を
検討している方は制度の確認が必要です。
　労務関係では、本年4月1日から雇用契約締結後の労使トラブル防止に向け、
労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」
や「無期転換後の労働条件」など4事項が追加されます。社内の労働条件や労働契
約の見直し・変更などに、しっかり対応していかなければなりません。
　皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。


